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議案第２号参考資料

むつ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表

改 正 案 現 行

（補助執行） （補助執行）

第２条 公の施設に係る指定管理者の選定事務に関する事務は、財務部施設経 第２条 次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める者に補助執行させる。

営課の職員に補助執行させる。 ⑴ 転入・転居に伴う転入学通知事務に関する事項 市民生活部市民課の職

員

⑵ 公の施設に係る指定管理者の選定事務に関する事項 財務部施設経営課

の職員
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議案第３号参考資料

むつ市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表

改 正 案 現 行

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

中学校学区 小学校学区 行政区名 中学校学区 小学校学区 行政区名

（略） （略）

田名部中学区 第二田名部小 小川町一・二丁目、岩菜、長坂、金谷一・二丁 田名部中学区 第二田名部小 小川町一・二丁目、岩菜、長坂、金谷一・二丁

学区 目、松山町、緑ケ丘、十二林、美里町、中央一 学区 目、松山町、緑ケ丘、十二林、美里町、中央一

丁目、海老川町、緑町、下北町 丁目、海老川町、緑町、下北町

苫生小学区 新町、苫生町一丁目、苫生町二丁目、昭和町、 苫生小学区 新町、苫生町一丁目、苫生町二丁目、昭和町、

仲町、若松町、港町、金曲一丁目 仲町、若松町、港町、金曲一丁目

第三田名部小 南町、赤川町、松原町、南赤川町、金曲二丁目 第三田名部小 南町、赤川町、松原町、南赤川町、金曲二丁目

学区 ・三丁目、大曲一・二・三丁目、一里小屋、大 学区 ・三丁目、大曲一・二・三丁目

室平、金谷沢、神山、今泉、二又、石蕨平、奥

内、浜奥内、近川、中野沢、中野沢開拓

近川中学区 一里小屋、大室平、金谷沢、神山、今泉、二 近川中学区 奥内小学区 一里小屋、大室平、金谷沢、神山、今泉、二

又、石蕨平、奥内、浜奥内、近川、中野沢、中 又、石蕨平、奥内、浜奥内、近川、中野沢、中

野沢開拓 野沢開拓

（略） （略）
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